
１ はじめに

かつてNTT（旧電電公社）の独占であった電

気通信市場は、１９８５年の第一次情報通信改革後の

自由化により、長距離通信市場に新規事業者

（NCC）が参入することよって競争が始まった。

その後も、NTT以外の事業者の市内通話市場へ

の参入もあり、２００１年５月より始まる「マイライ

ン」の導入により、長距離通信市場から始まった

競争は、市内通話市場でも本格的な料金競争が展

開されることとなる。また、NTTドコモのi―

modeをはじめとする携帯電話は、近年爆発的に

普及してきており、携帯電話の加入数は、２０００年

８月末で加入電話の加入数を追い越し、電気通信

市場の産業構造を根本的に変えるほどになってき

ている１）。こうした電気通信市場の競争の激化と

ともに、各社は新サービスの導入や料金変更を繰

り返してきているが、曜日や通話時間帯による割

引サービスや距離段階別割引などが導入され、通

話料金の変化などを比較観察する事は難しくなっ

てきている。

このように劇的に変化し続ける通話サービスへ

の需要動向を把握するための一つの方法として、

本稿では、各通話サービスへの需要量やその価格

を集計した指数を作成して比較検討する。具体的

には、通話料金指数及び通話量指数を発信メディ

ア別（加入電話発、携帯電話発、PHS発）に着信

メディア（固定電話着２）、携帯電話着、PHS着）

に関して集計して作成する。指数は県別に計測さ

れ、指数の変化を観察し、通話料金や通話量の時

系列的な比較や地域間比較を行う。

２ Superlative指数

卸売物価指数や小売物価指数、また労働力指数

など、多種類の財・サービスの価格や量を時系列

や横断面で比較する際には、経済理論に基づいて

集計された指数による比較がしばしば行われる。

集計された通話料金指数や通話量指数が経済学

的な意味を持つためには、合理的利用者（消費者）

が効用最大化を行動原理に多様な通話サービスを

選択していると考えて、通話サービスに対する価

格や量を集計する必要がある。こうした理論的に

整合的な指数を実際に推計するためには、効用関

数など集計関数に関する情報が必要となるが、一

般には当該関数のパラメータは未知である。しか

し、これら集計関数をフレキシブルな関数型に特
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定化し、そのパラメータに関する具体的な情報が

未知のままに、一定の算式に基づいて計算された

指数が、集計関数から数学的に導かれた理論指数

に一致する例がいくつか報告されており、このよ

うな指数をsuperlative指数と呼ぶ。

今回は、superlative指数の一つであるTheil―

Törnqvist型指数（以下TT型指数）とFisher Ideal

指数（以下Fisher型指数）を計測し、通話料金と

通話量の動向を観察する。

３ 通話料金指数と通話量指数の定義

前述のとおり、TT型指数とFisher型指数はと

もにsuperlativeな指数であり、Fisher型指数は、

集計関数が次数２の二次平均型で表される場合の

superlative指数で、TT型指数は、集計関数がト

ランスログ型で表される場合のそれである３）。

TT型通話料金指数（P TT）及びFisher型通話料

金指数（P F）は以下の式に従って算出される（い

ずれも対数変換済）。

TT型通話料金指数：

lnP TT
s,t＝
１
２Σ（wt

i＋ws
i）ln（pt

i／ps
i） �１

Fisher型通話料金指数：

lnP F
s,t＝
１
２
ln｛Σws

i（pt
i／ps

i）｝

－
１
２
ln｛Σwt

i（ps
i／pt

i）｝ �２

ここで、wt
i＝

pt
iq t

i

Σpt
iq t

i

はt年度の料金区分iの支

出シェア、qt
iはt年度の料金区分iの通話時間、pt

i

はt年度の料金区分iの平均通話料金（料金区分は

着信先別に分かれている）。

また、それぞれの通話量指数も以下の通りであ

る（いずれも対数変換済）。

TT型通話量指数：

lnQ TT
s,t＝
１
２Σ（wt

i＋ws
i）ln（qt

i／qs
i）
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Fisher型通話量指数：

lnQ F
s,t＝
１
２
ln｛Σws

i（qt
i／qs

i）｝

－
１
２
ln｛Σwt

i（qs
i／qt

i）｝ �４

４ 指数の導出

４．１ 通話料金指数

ここでは主としてTT型通話料金指数を例に、

superlative指数を導出する。まず、相似拡大的な

単位あたり通話料金集計関数を次のようにトラン

スログ型に特定化する。

lnC（p）＝α０＋Σαilnpi＋
１
２ΣΣγijlnpilnpj �５

ここで、Cは価格pの下で１単位の効用水準を

満たすための生計費である。また、通話料金ベク

トルptが与えられた下で１単位の効用水準を達成

するために必要な最適な通話量ベクトルqtは、qt

≡∇pC（pt）であり、集計関数は価格に関する集

計の１次同次性の制約として、パラメータに関し

て、
i
Σαi＝１，γij＝γji，

j
Σγij＝０ for all iとし、

正則条件も満たしているものとする。

そして、通話料金ベクトルpt,psは集計関数の定

義域に属しているとすると、通話料金指数は次の

ように定義される。

P TT
s,t（ps,pt,qs,q t）＝C（pt）／C（ps） �６

次に、対数変換した�６式に対してquadratic ap-

proximationを適用し、整理すると、

lnP TT
s,t（ps,pt,qs,q t）＝lnC（pt）－lnC（ps）

３）トランスログ集計関数は、次数rの二次平均集計関数のrを０に限りなく近づけた場合の関数型であり、その意味で次数rの二次
平均集計関数の特別な形である。次数rの二次平均集計関数はfr＝（ΣΣαijpr／２

i pr／２
j ）１／rで表される（Diewert（１９７６））。

i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i j

３５ 郵政研究所月報 ２００１．３



i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i,j∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i，j∈｛固定着、携帯着、PHS着｝i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

i,j∈｛固定着、携帯着、PHS着｝

＝
１
２Σ［（
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�lnpi p＝pt

＋
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�lnpi p＝pt

）・（lnp t
i－lnp s

i）］

＝
１
２Σ［（

�lnC（p）
�C（p） p＝pt

�C（p）
�pi p＝pt

�pi

�lnpi p＝pt

＋
�lnC（p）
�C（p） p＝ps

�C（p）
�pi p＝ps

�pi

�lnpi p＝ps
）・（lnpt

i－lnps
i）］

＝
１
２Σ［（

pt
iq t

i

C（pt）＋
ps

i qs
i

C（ps）
）・（lnpt

i－lnps
i）］

＝
１
２Σ（ws

i＋wt
i）・ln（ps

i／pt
i） �７

となる。このように導出された�７式は�１式で算出

されるTT型通話料金指数と同型となり、TT型

通話料金指数がトランスログ型集計関数を背後に

持つsuperlative指数であることがわかる。

Fisher型通話料金指数についても、相似拡大的

な単位あたり通話料金集計関数を

C F（p）＝［ΣΣβijpipj］１／２ （βij＝βji）�８

のように次数２の二次平均型に特定化することに

よって、superlative指数であることを示すことが

できる４）。

４．２ 通話量指数

通話量指数に関しても基本的な導出方法は通話

料金指数と同様である。TT型通話量指数につい

ては、まず、相似拡大的な単位あたり通話量集計

関数を次のようにトランスログ型に特定化する。

lnD（p）＝α０＋Σαilnqi＋
１
２ΣΣγijlnqilnqj

ここで集計関数のパラメータはΣαi＝１，γij

＝γji，
j
Σγij＝０ for all iであり、正則条件を

満たしているものとする。

そして、通話料ベクトルpt,psが集計関数の定義

域に属しているとすると、通話量指数が次のよう

に定義される。

Q TT
s,t（ps,pt,qs,q t）＝D（qt）／D（qs）

対数変換後の通話量指数に通話料金指数と同様

の計算を行うと、

lnQ TT
s,t（ps,pt,qs,q t）＝lnD（qt）－lnD（qs）

＝
１
２Σ（ws

i＋wt
i）ln（qt

i／qs
i）

となり、通話料金指数の場合と同様に、TT型通

話量指数がトランスログ型集計関数を背後に持つ

superlative指数であることがわかる。

また、Fisher型通話量指数についても、相似拡

大的な単位あたり通話量集計関数を

D F（p）＝［ΣΣβijqiqj］１／２ （βij＝βji）

のように次数２の二次平均型に特定化することに

よって、superlative指数であることを示すことが

できる。

５ 指数の多重比較

今回我々が計測するのは、９６年度から９９年度ま

での各県別の通話料金指数及び通話量指数である。

計測された指数を時系列で比較したり、各県間で

比較したりする場合、その指数が推移律を満たし

ているのが望ましい。推移律を満たす指数とは、

Is,t＝Is,h／It,hの条件を満たす指数のことであるが、

今回利用するTT型指数やFisher型指数は、二地

点間比較における支出ウエイトwが各地点間で異

なるため、前述の方法で計測したままでは一般に

推移律を満たさない。従って、今回利用するsu-

perlative指数が推移律を満たすように修正される

必要がある。

Dreschler（１９７３）によれば、購買力平価指数

の国際比較を目的として、推移律を満たすように

４）詳しくはDiewert（１９７６）を参照のこと。

i
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指数を修正する方法の一つである最小距離法の考

え方を最初に導入したのはElteto and Kovesや

Szulcであり、EKS法と呼ばれている。その後、

消費の国際比較の文脈で、Kloek and Theil

（１９６５）が対数変換型指数において、EKS法の見

通しのよい定式化を与えた。Kloek and Theil

（１９６５）のあとも、Caves, Christensen and Diew-

ert（１９８２b）が、TT型の生産性指数計測の文脈

で推移律を満たす指数を提唱している。

前述の指数の定義式からもわかるとおり、TT

型指数、Fisher型指数ともに、支出ウエイトwが

異なっている場合、一般に推移律を満たしていな

い。本節では、Kloek and Theil（１９６５）に従っ

て、以下、推移律を満たす形で修正した多重比較

通話料金指数を導出する。

まず、比較対照する地点がT個あった場合

（我々のケースではT＝４７県×４年＝１８８地点）、

一対比較の指数をそれぞれ計測すると、T次の正

方行列として表現できる。一対比較した原指数を

対数変換した値を第s,t要素として持つ正方行列を

Γ＝［Γs,t］で表すと、推移律は次のように表現

できる。

Γs,h＋Γh,t＝Γs,t for all s,t,h �９

前述のとおり、計測する指数が�９式を満たして

いるか否かは自明のことではない。EKS法の考え

は、Γ＝［Γs,t］をT２次元のベクトルと考えて、

�９式を満たすような行列Γ＊＝［Γ＊
s,t］でΓ＝

［Γs,t］を最小二乗近似するというものである。

以下、簡単にこの方法を説明しよう。

まず、Γ＊＝［Γ＊
s,t］が推移律を満たすことを

利用して、

Γ＊＝（ln C^）ι－ι（ln C^）＋U �１０

と書き表す。但し、ここでln C^は対数変換後の各

地点の集計通話料金５）を要素に持つT次元列ベク

トル（lnC（p１），lnC（p２）……，lnC（pT））、ιはす

べての要素が１のT次元列ベクトル、そして、U

はT次の正方誤差行列である。

�１０式をUについて整理し２次ノルムを取る。そ

の際Γが歪対称であることを利用すると、

tr（U U）＝tr（ΓΓ）＋４ι［Γ］（ln C^）

－２［（ln C^）ι］２＋２T（ln C^）（ln C^） �１１

と整理できる。そして、近似行列Γ＊＝［Γ＊
s,t］を

求める問題をT個の通話料金指数の幾何平均が０

（（ln C^）ι＝０）という制約の下での距離関数�１１式

の最小化問題として解くと、

ln C^＝
１
T
Γι（

∴

Γ＝－Γ，（ln C^）ι＝０） �１２

が求められる。�１２式を�１０式に代入すると、一対比

較行列の第s,t要素は、

Γ＊
s,t＝（
１
T
）

h＝１

T

Σ（Γs,h＋Γh,t）＝（
１
T
）

h＝１

T

Σ（Γt,h＋Γs,h）

�１３

のように導かれる。TT型通話料金指数は前述の

とおり、

Γs,t＝
１
２Σ（wt

i＋ws
i）ln（pt

i／ps
i）

であるから、結局、推移律を満たすTT型通話料

金指数は、

lnP TT*
s,t ＝Γ＊

s,t

＝
１
２Σ（wt

i＋w‾ i）ln（pt
i／p‾i）

－
１
２Σ（ws

i＋w‾ i）ln（ps
i／p‾i） �１４

と推定できる。ここで、p‾iは利用区分iについての

各地点における価格の幾何平均、w‾ iは支出シェア

の算術平均であり、p‾i＝exp（
１
TΣlnph

i），w‾ i＝

５）TT型通話料金指数であれば�５式、Fisher型通話料金指数であれば�６式。
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１
T

h＝１

T

Σwh
iで定義される。

また、推移律を満たすFisher型通話料金指数も、

Γs,t＝
１
２
ln｛Σwi

s（pt
i／ps

i）｝－
１
２
ln｛Σwt

i（ps
i ／pt

i）｝

であり、推移律を満たすFisher型通話料金指数は、

lnP F*
s,t＝Γ＊

s,t＝
１
２
ln｛Σw‾ i（pt

i／p‾
i
）｝

－
１
２
ln｛Σws

i（ps
i／p‾i）｝

と推定できる。ただし、Fisher型指数の場合、

p‾i，w‾ iともに利用区分iについての各地点における

価格の幾何平均であり、p‾i＝exp（
１
T

h＝１

T

Σlnph
i），

w‾ i＝exp（
１
T

h＝１

T

Σlnwh
i）である。

また、通話量指数についても同様の議論が成り

立ち、EKS法により、推移律を満たす望ましい通

話量指数は作成可能となる。

ところで、本節では距離関数に２次ノルムを用

いて近似する方法を紹介したが、他の距離関数を

定義して近似することも可能である。また、本節

で紹介したEKS法以外にも、推移律を満たすよう

な指数の近似方法は存在する。もちろん、近似の

方法が異なれば異なるΓ＊が求められるのであり、

どの近似方法を採るべきかは議論となる。しかし、

ここではその問題には立ち入らず、次節以降、

EKS法に基づいて通話料金指数及び通話量指数を

測定する事とする。

次節では、集計指数計算に用いる各料金区分別

の平均通話料金および通話時間のデータ算出及び

定義について記述をする。

６ 利用するデータ

今回我々が計測する通話料金指数及び通話量指

数の基礎データとなるのは、電気通信事業報告規

則に基づいて第一種電気通信事業者から提出され

た９６年度から９９年度のトラヒックデータである。

トラヒックデータは距離段階別や発着信別に集計

されており、具体的には以下の３つの表を利用し

た。

第１表：距離段階別の通話に係わる収入、通話時

間

第４表：都道府県間通話における都道府県毎通話

時間OD表（携帯電話・PHSの場合）

第５表：MA６）間通話におけるMA毎通話時間OD

表（加入電話の場合）

地域間通話時間データについては、携帯電話・

PHSの場合、最も小さな単位が第４表の都道府県

間通話OD表になり、加入電話の場合には第５表

のMA間通話OD表になるので、それぞれ最も小

さな単位となるデータを利用する。ただし、加入

電話についても指数の算出は都道府県別に行うこ

ととする。

また、現行の料金体系においては発信者課金が

原則となっているため、今回の指数の計測におい

ては、加入電話発、携帯電話発など、発信別の通

話料金、通話量として推計することとした。

・加入電話発信→固定電話着信・携帯電話着

信・PHS着信

・携帯電話発信→固定電話着信・携帯電話着

信・PHS着信

・PHS →固定電話着信・携帯電話着

信・PHS着信

ただし、各事業者から提出されたデータは、必

６）Massage Areaの略で単位料金区域のこと。市内通話料金（NTTの場合は昼間３分１０円）で通話できる区域のことであり、加
入電話サービスの基本料や通話料を産出するための最も基本的な単位である。MAは各事業者で共通であり、２０００年３月末で
５６７のMAが存在する。
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ずしも上記のような区分で提出されているとは限

らず、場合によっては、一部推計が必要となる部

分もある。

次に、前節までに紹介した指数算式に当てはめ

て計測を行うための原データ集計について述べる。

近年の電気通信サービス分野での競争の激化と

ともに、新規参入事業者の出現や既存の事業者の

合併が進んでおり、東京電話など一部の事業者は、

全国展開をせずに地域を限定してサービスを供給

する者も出てきている。また、事業者毎に料金表

の距離段階が異なる事も多く、提出されたトラ

ヒックデータは各事業者間で若干異なる場合もあ

る。前述のTT型指数は、対数変化型指数である

ためデータに０が存在すると計算が不可能となる

ことや７）、各事業者から提出されたデータに統一

性が欠けることもあり、その誤差を平均化するた

めにも、理論に完全に整合的とは言えないが、前

節までの指数算式に当てはめて計算する前に、原

データをある程度集計することとした。原データ

の集計は、加入電話発信、携帯電話発信、PHS発

信で基本的な処理は同様であるため、以降、主に

加入電話発信の場合について説明をする。

実際の通話料金は、料金プランや通話相手との

距離、時間帯によって異なっているが、前述の第

１表を利用し、距離段階別の収入と通話時間から

料金プランや時間帯などの差異を包括した単位通

話時間当たりの距離段階別平均通話料金を、固定

電話着・携帯電話着・PHS着というサービス別に

算出する。具体的には、距離段階別や着信先別と

いった料金区分別の収入を、対応する通話時間で

除することで、事業者毎�i にそれぞれの料金区分

別�dの１分あたりの平均通話料金pidを算出する。

また、加入電話発固定電話着の料金体系はMA間

距離段階別となっているので、通話時間qidは、

MA間のデータを各料金区分別に集計したものを

用いる。さらに、電話の用途には住宅用と事務用

があるが、本稿では、住宅用のデータに焦点を合

わせ、次のように各MA毎に距離段階別平均料金

を推計する。

pid＝
Iid

qid
�１５

pid：住宅用の通話に関する事業者d、料金区分i

の平均通話料金（円／分）

Iid：事業者d、料金区分iの住宅用契約に係る

通話収入

qid：事業者d、料金区分iの住宅用契約に係る

通話分数

また、NTT以外の事業者から提出されたデー

タは、事務用契約と住宅用契約の合計値であるた

め、NTTの事務用契約＋住宅用契約の合計値と

住宅用契約に係る数値の比率を、NTT以外の事

業者に適用することで、各事業者の住宅用契約に

係る数値を距離段階別に推計する。

Iid＝I all
id ×

INTTi

I all
NTTi
, qid＝qall

id ×
qNTTi

qall
NTTi

�１６

ただし、添字allは住宅用と事務用の合計を意

味し、事業者dとはこの場合、NCCを指す。そし

て、�１６式より求めた住宅用契約からの収入と通話

量より、距離段階別平均通話料金を�１５式のように

推計する。

また、同じ事業者であってもサービスが複数あ

る場合は、それぞれのサービスで平均通話料金を

算出し、それぞれのサービスの通話量で加重平均

したものを、その距離段階別の通話料金と考える

こととした。

その後、発信MAと着信MAによってMA間の

距離を算出し、該当する距離段階別平均通話料金

に通話量をウエイトに加重平均をすることで事業

７）Fisher型指数は計算可能。
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j

k

者別にMA毎の平均通話料金を算出する。

psub→fix
ma ＝Σ

�
�
�
�

pD
maj×

qD
maj

ΣqD
mak

�
�
�
�

psub→fix
ma 発信MA毎の加入電話発固定電話着平

均通話料金（円／分）

pD
maj 着信MA jの距離段階別平均通話料金

（円／分）

qD
mak， 着信MA kの距離段階別通話量（分）

そして、事業者別の平均通話料金をMA毎に通

話量をウエイトに加重平均してMA別の平均通話

料金とした。最後にMA別の平均通話料金を県別

に通話量をウエイトに加重平均して県別の加入電

話発固定電話着の平均通話料金を算出した。

加入電話発信の携帯電話着信及びPHS着信の平

均通話料金については同様にMA別に算出した後、

同様に県別に加重平均して求めた。そして、携帯

電話発信、PHS発信の平均通話料金については、

上述の第５表（MA別の通話量OD表）が存在せ

ず、第４表（県別の通話量OD表）までしかない

ことと、距離段階別も県単位となっているため、

最初から県単位で集計して、平均通話料金を推計

した。

また、提出されたデータのなかには、事業者に

よって、携帯電話着やPHS着の収入について、事

業者間精算後の数値を記載している場合があるが、

その場合は、発信元から着信先までのend―endの

収入値を接続料等から逆算して推計した。

このようにして求めた、各発信メディア別、着

信メディア別の平均通話料金と通話量合計のデー

タを用いて前節までで説明した通話料金指数と通

話量指数を計測する。

また、前述のように各事業者から提出された

図表１：基礎データ集計に用いた仮定一覧

データ上の問題 推 計 方 法

１．加入電話発携帯電話・PHS着の

データはMA単位でなく都道府県

単位に集計されている。

加入電話発固定電話着のMA相互の通話時間の比率が、加入電話発携帯電話・

PHS着のMA相互の通話時間比率と同じであると仮定し、同比率を加入電話発

携帯電話・PHS着に適用する。

２．携帯電話着信およびPHS着信に

おいて、固定電話発信の通話時間

しか存在しない。

固定電話発信合計と加入電話発信合計の比率を携帯電話・PHSの固定電話発信

の通話時間に適用する。収入についても同様にして、加入電話発信収入を推計

する。

３．固定電話発信携帯電話着信デー

タに、PHS発信データが合計され

ている場合がある。

固定電話＋PHS発携帯電話着の通話時間と、PHS発携帯電話着の通話時間から、

固定電話発携帯電話着の割合を算出して、携帯電話に適用する。収入について

も同様にして、固定電話発携帯電話着の収入を求める。

４．１９９９年度のデータでNTT分割

後の県間データでISDNを分離で

きない。

NTT分割前の４月～６月までのデータでは県間の一部でISDN通信が千時間単

位で０となるところがあるので、固定内加入電話比率を推計に用いる場合、

１９９８年度の比率を１９９９年度の推計に用いた。

５．１９９９年度のデータでNTT分割

後の県間データで住宅用と事務用

の分離が為されていない。

NTT分割前の４月～６月までのデータにおける事住比率を１９９９年度の事住比

率として用いた。

６．一部のPHS事業者では、都道府

県間の通話時間が得られない。

（発信県の合計値しかない）

携帯電話の都道府県間の通話時間から発信県の比率を算出してPHSに適用する。

７．一部のPHS事業者では、都道府

県間の通話時間に関し、固定電話

発信、携帯電話発信、PHS発信の

合計値しか得られない。

発信の通話時間における固定電話比率と着信の通話時間における固定電話比率

が同じであると仮定して、固定電話発PHS着の通話時間を算出する。収入につ

いても同様な仮定の下に推計を行なう。
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データは、必ずしも上記のような算出式にそのま

ま導入可能なものとなっているわけではなく、場

合によっては、一部に仮定に基づいた推計作業が

必要となる。最後に今回用いた仮定を図表１にま

とめておこう。

７ 通話料金指数及び通話量指数の算出結果

７．１ 加入電話発信

前節までで説明した計測方法に従って計算した

加入電話発信の通話料金指数及び通話量指数を図

表２に示す。通話料金指数、通話量指数ともに基

準を１９９６年度の東京を１００とした数値で表してあ

る。通話料金指数については、TT型指数と

Fisher型指数でほとんど同じ値となっているよう

である。一方、通話量指数については、指数算定

方式によって若干数値が異なるように見える。し

かし、通話量指数の変化の傾向は、両算定方式で

同様の傾向を示している。そこで、加入電話発信

の通話料金及び通話量の傾向をつかむために、

TT型通話料金指数を図表３に、TT型通話量指

数を図表４にグラフとして示す。

図表３を見ると、通話料金指数は全体的には低

下してきている。とりわけ、９６年度から９７年度に

かけて全国的に通話料金指数が大幅に下がってい

る。また、９６年度においては大きかった地域差が

９７年以降、地域的には平準化してきている。個別

に見てみると沖縄県の通話料金指数が低いが、こ

れは沖縄県のMA内通話比率が大きいことによる

と推察できる。

図表４の通話量指数からは、どの県を見ても９６

年度が最低の水準となっているが、９７年度をピー

クに通話量指数の水準は低下し、９８年度と９９年度

はほぼ同水準となっている。地域的な傾向として

は、当然のことであるが、大都市及び大都市圏で

は高い値を示している。

７．２ 携帯電話発信

携帯電話発信の通話料金指数及び通話量指数を

図表５に示す。加入電話発信の場合と同様に、通

話料金指数、通話量指数ともに基準を１９９６年度の

東京を１００とした数値で表してある。通話料金指

数、通話量指数ともに、TT型指数とFisher型指

数でほとんど同じ値となっているようである。こ

こでも携帯電話発信の通話料金及び通話量の傾向

をつかむために、TT型通話料金指数を図表６に、

TT型通話量指数を図表７にグラフとして示す。

図表６を見ると、通話料金指数は全体的には低

下してきている。加入電話発信の場合と同様、９６

年度から９７年度にかけて全国的に通話料金指数が

大幅に下がっている。９７年度から９８年度にかけて

の低下幅は地域間で差が見られるが、９７年度から

９８年度にかけては全国的に大幅に低下している。

また、加入電話発信の場合に比べて地域的な通話

料金指数の格差は小さい。個別に見てみると、北

海道や沖縄県の通話料金指数が各年度を通じて高

いようである。この点については、携帯電話間の

距離段階別の料金区分が、加入電話間のそれと比

べると県単位となっているなど区割りが大きいこ

とが加入電話と異なる傾向を示している原因の一

つであろうと推察される。

図表７の通話量指数からは、大都市及び大都市

圏と、その他の地域との格差がはっきり見て取れ

る。当然のごとく加入数の違いによる影響も大き

いが、変化率で見てもその格差が見受けられる。

７．３ PHS発信

PHS発信の通話料金指数及び通話量指数を図表

８に示す。加入電話発信や携帯電話発信の場合と

同様、通話料金指数、通話量指数ともに基準を

１９９６年度の東京を１００とした数値で表してある。

PHS発信の通話料金指数及び通話量指数は、TT

型指数とFisher型指数でほとんど同じ値となって

４１ 郵政研究所月報 ２００１．３



図表２ 加入電話の通話料金指数と通話量指数

都道府県

通 話 料 金 指 数 通 話 量 指 数

Theil―Törnqvist型指数 Fisher型指数 Theil―Törnqvist型指数 Fisher型指数

９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度

北 海 道 １１４．５２ ５８．５５ ４９．２４ ４６．３９ １１４．４５ ５７．２３ ４８．３８ ４５．６７ ２５．３４ １１７．３１ ８３．５９ ８４．８０ ２５．５１ １２８．７４ １０４．７６ １０５．７８

青 森 県 １１５．３４ ５６．８４ ４７．１１ ４３．６０ １１５．３６ ５５．４３ ４６．２７ ４２．９１ ３．７７ ２２．７９ １６．８０ １７．２９ ３．８６ ２５．１７ ２０．９８ ２１．３７

岩 手 県 １１５．６９ ５９．９８ ５０．４６ ４７．０２ １１５．９５ ５８．７３ ４９．７０ ４６．３８ ３．６０ ２１．５３ １６．４２ １６．８８ ３．７８ ２３．９８ ２０．７３ ２１．０８

宮 城 県 １２０．６１ ５８．９９ ４９．３２ ４６．１８ １２０．６９ ５７．７４ ４８．５５ ４５．５７ ９．４８ ４８．１３ ３４．０５ ３５．０３ ９．８２ ５２．７１ ４２．６４ ４３．６４

秋 田 県 １１５．３２ ５６．５５ ４７．４４ ４４．３７ １１５．５３ ５５．１８ ４６．６０ ４３．６６ ２．５５ １８．５３ １４．２３ １４．２１ ２．６７ ２０．７７ １７．９９ １７．７１

山 形 県 １１２．６０ ５７．１１ ４７．９４ ４４．８９ １１２．６４ ５５．７８ ４７．１２ ４４．２１ ３．０９ １８．９３ １３．５５ １３．６６ ３．１６ ２０．８９ １６．８８ １６．８４

福 島 県 １１０．５９ ６０．７８ ５１．０７ ４７．３９ １１０．６０ ５９．５９ ５０．３６ ４６．８３ ６．５０ ３４．９０ ２４．７８ ２５．０７ ６．５９ ３８．２５ ３０．８５ ３０．９８

茨 城 県 ９４．１５ ５８．２３ ４８．８０ ４５．２８ ９４．０７ ５６．８５ ４８．００ ４４．５８ １２．７８ ５４．５２ ３６．９７ ３６．０６ １２．３８ ５８．９６ ４５．３６ ４３．８３

栃 木 県 ９５．８８ ５８．４０ ４９．１４ ４６．１７ ９５．８６ ５６．９３ ４８．３６ ４５．４９ ８．９１ ３７．９９ ２４．４４ ２３．１１ ８．３５ ４０．４４ ２９．６２ ２８．０４

群 馬 県 ９３．２０ ５５．８７ ４７．０１ ４４．６５ ９３．１４ ５４．３３ ４６．１７ ４３．９２ ８．９７ ３８．０７ ２５．０４ ２４．２５ ８．４１ ４０．８１ ３０．５４ ２９．４５

埼 玉 県 ８９．９５ ５５．８５ ４６．６６ ４２．３３ ８９．８５ ５４．４０ ４５．８２ ４１．５７ ３２．４８ １３０．６７ ９５．０７ ９３．９６ ３１．０９ １４１．１１ １１７．３７ １１５．０７

千 葉 県 ９２．２７ ５７．８４ ４７．８２ ４４．９５ ９２．１９ ５６．４５ ４７．０１ ４４．２６ ２９．２５ １１７．９５ ８５．９１ ８６．９３ ２８．４４ １２７．８７ １０６．２０ １０６．８５

東 京 都 １００．００ ５６．０８ ４６．７４ ４３．９８ １００．００ ５４．６８ ４５．９０ ４３．２６ １００．００ ３９５．１３ ２８９．４４ ２８３．４１ １００．００ ４３０．６６ ３６１．９６ ３５１．９３

神奈川県 ９３．３３ ５５．４７ ４６．１２ ４１．６４ ９３．２８ ５４．０６ ４５．２７ ４０．８７ ４４．８０ １８８．０９ １４５．３２ １４５．９０ ４４．５６ ２０６．１３ １８２．０４ １８１．１５

新 潟 県 １１５．１３ ６０．２５ ５０．１５ ４６．７０ １１５．１８ ５８．９４ ４９．３９ ４６．０７ ７．１３ ３９．３１ ２８．２９ ２９．１０ ７．３２ ４３．３５ ３５．４０ ３５．８９

富 山 県 １０９．４３ ５５．８２ ４５．３７ ４３．０９ １０９．３８ ５４．３３ ４４．５０ ４２．４０ ４．０４ １９．５４ １２．８３ １３．２４ ３．８４ ２１．０１ １５．７５ １６．２５

石 川 県 １０８．７９ ５９．１２ ４８．７２ ４６．１８ １０８．７６ ５７．７７ ４７．９２ ４５．５７ ５．２２ ２２．８１ １４．９５ １５．６４ ５．０６ ２４．４９ １８．３８ １９．２０

福 井 県 １０６．３９ ５６．８５ ４７．２８ ４５．０２ １０６．３９ ５５．３９ ４６．４５ ４４．３８ ３．３６ １５．０３ ９．８５ １０．０９ ３．１７ １６．１３ １２．０７ １２．３６

山 梨 県 １００．２２ ５７．０１ ４７．９５ ４４．９２ １００．２１ ５５．４９ ４７．１３ ４４．２１ ３．９８ １８．０６ １１．６９ １１．０５ ３．７３ １９．３５ １４．２９ １３．４２

長 野 県 １１０．２８ ５９．２５ ４９．８７ ４６．９０ １１０．１７ ５７．９１ ４９．１１ ４６．２６ ８．２４ ４０．２１ ２７．２５ ２７．５６ ８．１３ ４３．７０ ３３．６６ ３３．９６

岐 阜 県 ９４．７０ ５５．４５ ４７．３２ ４４．１６ ９４．７０ ５４．１０ ４６．４４ ４３．４０ ９．１３ ３８．６１ ２５．５７ ２５．７２ ８．４７ ４１．２９ ３１．２４ ３１．４８

静 岡 県 １０５．６５ ５７．４６ ４８．８０ ４６．０２ １０５．５９ ５６．３０ ４７．９６ ４５．３０ １７．６８ ７４．９９ ５１．３６ ５１．０３ １７．４２ ８１．０７ ６３．２０ ６２．８２

愛 知 県 １０２．８２ ５５．５８ ４８．２０ ４５．０９ １０２．７８ ５４．２９ ４７．３４ ４４．３７ ３８．８０ １４６．９６ １００．０３ １０４．３５ ３７．３８ １５６．９８ １２２．６６ １２８．４８

三 重 県 ９５．１０ ５７．１１ ４８．４６ ４５．５５ ９５．０７ ５５．７８ ４７．６０ ４４．８２ ８．５３ ３５．５９ ２３．６３ ２３．６９ ７．９７ ３８．２４ ２８．９３ ２９．０３

滋 賀 県 ９５．９７ ５７．１３ ４７．４４ ４３．４６ ９５．９３ ５５．８１ ４６．６２ ４２．８０ ７．１６ ２５．８４ １７．１８ １８．４５ ６．７５ ２７．５３ ２１．０３ ２２．６８

京 都 府 ９８．７３ ５６．１０ ４６．２８ ４２．４９ ９８．６８ ５４．７７ ４５．４７ ４１．８６ １６．４６ ６２．４４ ４３．５７ ４６．０９ １５．９１ ６７．６４ ５３．９７ ５７．０７

大 阪 府 １０１．７１ ５６．２２ ４７．５０ ４４．４８ １０１．６５ ５４．８８ ４６．７０ ４３．９０ ６９．８７ ２５３．１１ １７３．８１ １８１．７４ ６７．０３ ２７１．５０ ２１４．６４ ２２４．６２

兵 庫 県 ９５．９７ ５５．５３ ４６．８６ ４３．０３ ９５．９２ ５４．１７ ４６．０５ ４２．４１ ２６．０４ ９９．０８ ７０．７４ ７５．１１ ２４．８２ １０６．９２ ８７．６６ ９３．０７

奈 良 県 ８９．７７ ５６．１４ ４７．３５ ４３．０１ ８９．６５ ５４．７８ ４６．５５ ４２．３８ ８．０４ ２８．４４ ２０．４２ ２１．５６ ７．６０ ３０．６２ ２５．１７ ２６．５４

和歌山県 ９１．２９ ５４．４３ ４５．９２ ４２．９２ ９１．２７ ５３．００ ４５．０７ ４２．２５ ５．２４ ２１．６６ １４．５１ １４．６９ ４．７７ ２３．３２ １７．８９ １８．０７

鳥 取 県 １１０．８１ ５８．６３ ４９．４７ ４７．０６ １１０．７５ ５７．２９ ４８．６０ ４６．３３ １．９１ ９．４２ ６．９２ ７．１４ １．８９ １０．４３ ８．５９ ８．８３

島 根 県 １１３．６２ ６０．９１ ５１．６４ ４８．８０ １１３．５６ ５９．７０ ５０．８３ ４８．０９ １．９９ １１．２５ ８．４６ ８．８８ ２．００ １２．５４ １０．５８ １１．０２

岡 山 県 １０７．１１ ５８．２６ ４９．５３ ４６．５５ １０７．０８ ５６．９４ ４８．６６ ４５．８０ ９．４７ ４０．０１ ２７．５９ ２８．４５ ９．２７ ４３．３３ ３４．０９ ３５．１１

広 島 県 １１２．１４ ５７．７６ ４８．５２ ４６．０９ １１２．１１ ５６．４４ ４７．６３ ４５．３３ １３．４２ ６１．７５ ４３．３６ ４４．７８ １３．４７ ６７．５７ ５４．２０ ５５．７０

山 口 県 １０６．３２ ５９．４７ ５０．２８ ４７．２７ １０６．３５ ５８．２１ ４９．４３ ４６．５６ ５．５８ ２７．０１ １９．７４ ２０．４４ ５．６３ ２９．８７ ２４．７６ ２５．４７

徳 島 県 １０２．６７ ５５．９１ ４７．０２ ４４．０６ １０２．６８ ５４．３４ ４６．１３ ４３．３５ ３．４６ １５．５９ １０．４７ １０．６９ ３．２７ １６．８５ １２．８９ １３．１１

香 川 県 １０８．６８ ５８．８０ ４９．６５ ４６．８５ １０８．６２ ５７．３６ ４８．８１ ４６．２１ ５．１９ ２１．４６ １４．２１ １４．５８ ５．１２ ２３．１４ １７．５０ １７．９０

愛 媛 県 １０６．９０ ５７．０２ ４７．５９ ４４．７０ １０６．８９ ５５．５５ ４６．７２ ４３．９９ ５．４２ ２８．０８ ２０．０９ ２０．５６ ５．３５ ３０．９１ ２５．１５ ２５．５６

高 知 県 １０４．２３ ５６．７４ ４７．２１ ４４．３８ １０４．２１ ５５．２５ ４６．３３ ４３．６７ ２．８４ １４．９８ １０．７９ １０．７８ ２．７３ １６．４３ １３．４２ １３．３１

福 岡 県 １０８．１１ ５７．７０ ４７．７９ ４５．５７ １０８．０９ ５６．２１ ４６．９０ ４４．８７ ２９．３０ １１４．３７ ７６．５２ ７４．６７ ２８．７７ １２３．４１ ９４．４７ ９１．４８

佐 賀 県 ９７．３５ ５３．７８ ４４．３８ ４１．９０ ９７．４１ ５２．０４ ４３．４３ ４１．０９ ３．０３ １３．１４ ８．４５ ８．２６ ２．７６ １４．０９ １０．３４ １０．０３

長 崎 県 １０７．４９ ５５．９５ ４７．０４ ４４．２７ １０７．５０ ５４．４６ ４６．１５ ４３．５４ ５．２３ ２６．３０ １８．７５ １８．５４ ５．２４ ２８．９５ ２３．３８ ２２．８７

熊 本 県 １０３．３５ ５７．４６ ４８．１６ ４５．９２ １０３．３３ ５５．９３ ４７．２８ ４５．２１ ８．０７ ３３．９５ ２２．３７ ２２．４１ ７．７０ ３６．５３ ２７．４５ ２７．３７

大 分 県 １０４．９４ ５７．１４ ４８．０９ ４５．３９ １０４．９２ ５５．６７ ４７．２１ ４４．６９ ４．７０ ２３．２９ １６．５０ １６．４０ ４．６１ ２５．５５ ２０．５４ ２０．２２

宮 崎 県 １０９．４０ ５７．０８ ４７．６３ ４５．２６ １０９．３４ ５５．６２ ４６．７５ ４４．５６ ４．１１ ２１．２１ １４．６０ １４．４２ ４．０２ ２３．１４ １８．０７ １７．６６

鹿児島県 １１４．５１ ５６．７５ ４７．３２ ４４．７６ １１４．４７ ５５．２９ ４６．４３ ４４．０４ ５．７０ ３１．６９ ２２．８０ ２２．５９ ５．７６ ３４．８８ ２８．３８ ２７．８４

沖 縄 県 １０２．５２ ４８．７９ ３８．２０ ３７．２２ １０２．９３ ４６．７８ ３７．２２ ３６．３４ ４．６１ ２３．３９ １４．４８ １４．３３ ４．０７ ２４．６２ １７．５４ １７．２８

全国平均 １０４．３７ ５７．１１ ４７．８３ ４４．８５ １０４．３７ ５５．７１ ４６．９８ ４４．１５ １３．７１ ５７．５１ ４０．５８ ４１．０１ １３．４０ ６２．３８ ５０．３２ ５０．６３

４２郵政研究所月報 ２００１．３
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図表３ 加入電話の多重比較Theil－Törnqvist型通話料金指数

図表４ 加入電話の多重比較Theil－Törnqvist型通話量指数

４３ 郵政研究所月報 ２００１．３



図表５ 携帯電話の通話料金指数と通話量指数

都道府県

通 話 料 金 指 数 通 話 量 指 数

Theil―Törnqvist型指数 Fisher型指数 Theil―Törnqvist型指数 Fisher型指数

９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度

北 海 道 １０８．０８ ９１．２１ ８９．９６ ８２．０６ １０８．０６ ９１．２１ ９０．００ ８２．１０ ３１．０８ ４４．１６ ７０．５０ １０４．２５ ２９．２０ ４３．８０ ６９．９４ １０３．５８

青 森 県 １０５．４７ ８７．４２ ８６．６９ ７３．１６ １０５．５１ ８７．４１ ８６．７３ ７３．１９ ３．３１ ７．６６ １３．１８ ２１．１０ ３．３２ ７．６０ １３．０６ ２０．９５

岩 手 県 １０５．０５ ８６．９５ ８７．２８ ７１．９６ １０５．０６ ８６．９４ ８７．３１ ７１．９９ ２．９４ ７．１４ １２．２２ １９．０８ ２．９６ ７．０９ １２．１０ １８．９２

宮 城 県 １０５．９１ ８９．０１ ８６．８４ ７３．５４ １０５．９５ ８９．００ ８６．８７ ７３．５７ ８．２１ １８．２５ ２８．７１ ４２．４２ ８．２１ １８．０５ ２８．２８ ４１．８２

秋 田 県 １０４．００ ８５．９４ ８７．２５ ７１．８６ １０４．００ ８５．９３ ８７．２８ ７１．９０ ２．００ ４．９８ ９．２６ １４．５４ ２．０３ ４．９５ ９．１８ １４．４２

山 形 県 １０３．９０ ８７．３５ ８７．２８ ７２．５１ １０３．９０ ８７．３３ ８７．３２ ７２．５４ ２．８１ ６．８６ １１．６４ １７．５７ ２．８２ ６．８１ １１．５２ １７．４３

福 島 県 １０６．８９ ８９．０９ ８６．８９ ７３．６４ １０６．９４ ８９．０８ ８６．９３ ７３．６７ ６．４５ １４．６４ ２２．９３ ３３．６９ ６．４５ １４．５５ ２２．７４ ３３．４３

茨 城 県 ９９．９５ ８８．７１ ８４．８９ ７０．１３ ９９．９６ ８８．７０ ８４．９２ ７０．１９ １４．７５ ２９．６０ ４６．８３ ６７．１８ １４．７９ ２９．４９ ４６．６５ ６７．１１

栃 木 県 １００．４８ ８８．０１ ８４．８４ ６９．７５ １００．４９ ８８．００ ８４．８７ ６９．７９ ９．８７ １８．９２ ３１．０４ ４４．４８ ９．８９ １８．８５ ３０．９３ ４４．４４

群 馬 県 ９９．３５ ８８．４４ ８４．７６ ７０．０４ ９９．３６ ８８．４３ ８４．７９ ７０．１０ ９．９０ １９．４９ ３０．９０ ４４．６７ ９．９４ １９．４１ ３０．７９ ４４．６２

埼 玉 県 １００．４２ ９０．６８ ８５．２６ ７１．０９ １００．４２ ９０．６８ ８５．２９ ７１．１４ ３５．８１ ６３．６７ ９９．３４ １４２．７３ ３５．８０ ６３．３３ ９８．７５ １４２．１６

千 葉 県 ９９．８３ ８９．１１ ８５．２０ ７１．１９ ９９．８４ ８９．１１ ８５．２３ ７１．２３ ３２．４４ ５７．７５ ９０．２６ １２９．７０ ３２．４５ ５７．４６ ８９．７７ １２９．２２

東 京 都 １００．００ ９０．６１ ８５．３３ ７０．８３ １００．００ ９０．６１ ８５．３６ ７０．８７ １００．００ １６６．１５ ２６０．２６ ３７２．４６ １００．００ １６５．２４ ２５８．５９ ３７０．６５

神奈川県 ９９．５０ ９１．２４ ８５．３９ ７１．０７ ９９．５０ ９１．２３ ８５．４２ ７１．１１ ４４．８４ ７７．２８ １２２．１４ １７７．４９ ４４．８１ ７６．７７ １２１．１６ １７６．５６

新 潟 県 １０４．１２ ８５．３５ ８４．４５ ６９．３６ １０４．１３ ８５．３４ ８４．４７ ６９．３９ ７．００ １４．６８ ２４．６８ ３７．２１ ７．０２ １４．６０ ２４．５３ ３７．０４

富 山 県 １０５．８４ ８９．３７ ８４．６２ ７６．４４ １０５．８９ ８９．３８ ８４．６７ ７６．４９ ５．２６ １０．５６ １６．８８ ２３．９２ ５．２６ １０．５２ １６．８２ ２３．９０

石 川 県 １０５．６３ ８８．８７ ８５．１３ ７６．８８ １０５．６９ ８８．８７ ８５．１７ ７６．９３ ６．１９ １２．８３ ２０．５３ ２９．６５ ６．１６ １２．７６ ２０．４３ ２９．６１

福 井 県 １０５．７２ ８９．０８ ８４．９３ ７６．６６ １０５．７８ ８９．０９ ８４．９８ ７６．７１ ４．６３ ９．３１ １４．３３ ２０．３７ ４．６２ ９．２７ １４．２８ ２０．４０

山 梨 県 １００．０３ ８７．３５ ８４．８５ ７０．７８ １００．０４ ８７．３５ ８４．８８ ７０．８３ ５．３７ １０．１７ １５．８２ ２２．５５ ５．４０ １０．１４ １５．７６ ２２．５１

長 野 県 ９８．８２ ８８．２２ ８４．９６ ７２．０６ ９８．８４ ８８．２１ ８４．９９ ７２．１２ １０．８５ ２１．１１ ３３．７０ ４７．８４ １０．８９ ２１．０３ ３３．５７ ４７．７８

岐 阜 県 １００．６６ ９１．５０ ８８．１９ ７２．５０ １００．６７ ９１．５０ ８８．２５ ７２．５６ １１．０１ ２０．６０ ３４．１７ ４８．６６ １１．０４ ２０．５４ ３４．１１ ４８．９０

静 岡 県 １０２．２７ ９２．２０ ８８．７２ ７２．７９ １０２．２９ ９２．２０ ８８．７８ ７２．８５ ２１．３７ ３９．００ ６２．３８ ８９．１５ ２１．３９ ３８．８６ ６２．１７ ８９．２４

愛 知 県 ９９．４３ ９２．４４ ８８．３１ ７３．５７ ９９．４３ ９２．４４ ８８．３６ ７３．６３ ５０．０７ ８６．８７ １４０．３８ １９５．３１ ５０．０４ ８６．５０ １３９．８３ １９５．３９

三 重 県 ９９．３６ ８９．６１ ８８．２６ ７１．８４ ９９．３９ ８９．６１ ８８．３２ ７１．９０ １１．２５ ２０．０３ ３１．６２ ４５．６８ １１．３３ １９．９８ ３１．６０ ４５．９４

滋 賀 県 ９９．１０ ８８．４２ ８３．１９ ６９．９４ ９９．１０ ８８．４４ ８３．２３ ６９．９７ １２．５２ １９．９９ ２７．８７ ３６．７５ １２．５１ １９．９３ ２７．７７ ３６．７３

京 都 府 ９９．６３ ９１．２１ ８３．１２ ７１．２６ ９９．６５ ９１．２２ ８３．１６ ７１．２９ ２３．７６ ３６．７５ ５２．２９ ７１．０３ ２３．７２ ３６．６０ ５２．０５ ７０．８７

大 阪 府 ９７．１６ ８９．７０ ８２．９８ ７０．９６ ９７．１６ ８９．７２ ８３．０２ ７１．００ ９４．４７ １４７．４９ ２０３．０４ ２７１．０５ ９４．３０ １４６．９３ ２０２．１９ ２７０．５２

兵 庫 県 ９９．０５ ８９．９７ ８３．０７ ７０．８８ ９９．０６ ８９．９８ ８３．１２ ７０．９１ ４８．４９ ７２．４５ ９９．９６ １３４．３９ ４８．４１ ７２．１７ ９９．５４ １３４．１３

奈 良 県 ９８．５４ ８９．８７ ８２．９６ ７０．３２ ９８．５４ ８９．８９ ８３．００ ７０．３５ １１．３５ １７．９８ ２５．８１ ３４．６３ １１．３４ １７．９２ ２５．７２ ３４．６１

和歌山県 ９８．９３ ８９．１１ ８２．４６ ６９．２１ ９８．９３ ８９．１３ ８２．５２ ６９．２４ ８．２１ １３．５７ １９．５３ ２５．６７ ８．２０ １３．５４ １９．４９ ２５．７２

鳥 取 県 １０３．３１ ８７．０９ ８１．５６ ７２．６３ １０３．３７ ８７．０９ ８１．６０ ７２．６７ ２．５９ ４．８９ ８．２１ １１．８９ ２．５８ ４．８６ ８．１６ １１．８５

島 根 県 １０３．９１ ８８．０２ ８１．４６ ７２．５７ １０４．０１ ８８．０３ ８１．５０ ７２．６０ ２．４０ ５．１９ ９．１８ １３．６９ ２．３９ ５．１５ ９．１３ １３．６４

岡 山 県 １０２．８７ ８６．３６ ８０．９３ ７３．４９ １０２．９０ ８６．３６ ８０．９７ ７３．５３ １２．３３ ２１．８６ ３５．６５ ４９．７４ １２．２９ ２１．７３ ３５．４６ ４９．６５

広 島 県 １０２．８６ ８６．６５ ８０．７８ ７４．１３ １０２．９１ ８６．６５ ８０．８２ ７４．１７ １５．１３ ２７．４８ ４５．６５ ６７．４３ １５．０７ ２７．２７ ４５．２８ ６７．１６

山 口 県 １０３．７１ ８７．０８ ８１．０９ ７３．５１ １０３．７７ ８７．０８ ８１．１２ ７３．５５ ６．３４ １１．３６ １９．５５ ２９．５７ ６．３２ １１．２５ １９．３７ ２９．４０

徳 島 県 １０３．５９ ８５．３０ ８４．５９ ６９．０３ １０３．６６ ８５．２８ ８４．６１ ６９．０６ ４．７８ ８．３４ １３．７０ １９．２３ ４．７７ ８．３０ １３．６３ １９．１８

香 川 県 １０３．４１ ８５．４６ ８４．０３ ６９．３７ １０３．４８ ８５．４４ ８４．０６ ６９．３９ ６．１３ １１．２７ １８．３４ ２５．６７ ６．１２ １１．２１ １８．２４ ２５．６２

愛 媛 県 １０２．８３ ８５．１３ ８４．１９ ６９．０２ １０２．８９ ８５．１０ ８４．２１ ６９．０５ ６．２４ １１．８０ １９．８３ ２９．４８ ６．２２ １１．７１ １９．６６ ２９．３３

高 知 県 １０２．９７ ８４．８８ ８４．６１ ６８．８０ １０３．０３ ８４．８６ ８４．６３ ６８．８２ ３．５４ ６．４８ １１．３３ １６．６２ ３．５３ ６．４４ １１．２７ １６．５６

福 岡 県 １０１．６２ ８６．４５ ７６．４７ ７１．２２ １０１．６７ ８６．４６ ７６．５０ ７１．２５ ３４．９３ ５８．２４ ９２．６２ １３３．２３ ３４．８２ ５７．８６ ９１．９２ １３２．７０

佐 賀 県 １０１．９０ ８５．８９ ７５．５０ ６９．９７ １０１．９３ ８５．９０ ７５．５３ ７０．００ ４．７０ ７．９９ １２．８５ １８．１９ ４．６９ ７．９５ １２．７８ １８．１４

長 崎 県 １０１．８９ ８６．５５ ７５．８１ ７０．１５ １０１．９８ ８６．５６ ７５．８４ ７０．１８ ５．６４ １０．７２ １８．７７ ２８．３８ ５．６３ １０．６６ １８．６５ ２８．２６

熊 本 県 １０１．４２ ８５．７８ ７５．６５ ６９．８９ １０１．４５ ８５．７９ ７５．６８ ６９．９２ １０．７９ １８．６７ ３０．１２ ４２．８４ １０．７７ １８．５８ ２９．９７ ４２．７３

大 分 県 １０１．６１ ８６．３９ ７６．１２ ７０．６１ １０１．６６ ８６．３９ ７６．１５ ７０．６４ ５．８０ １０．５５ １７．９６ ２６．１４ ５．７９ １０．４８ １７．８３ ２６．０３

宮 崎 県 １０１．８９ ８６．８３ ７６．３５ ７０．８２ １０１．９６ ８６．８４ ７６．３８ ７０．８５ ５．１３ ９．７０ １６．１２ ２３．７０ ５．１２ ９．６４ １６．０３ ２３．６１

鹿児島県 １０１．６０ ８６．３１ ７５．７９ ７１．２２ １０１．６７ ８６．３２ ７５．８２ ７１．２５ ６．４６ １２．９４ ２３．０２ ３９．３３ ６．４５ １２．８７ ２２．８７ ３９．２２

沖 縄 県 １０７．０７ ９３．３７ ７９．９５ ７５．５２ １０７．２０ ９３．４０ ８０．００ ７５．５６ ６．９１ １２．７２ １９．９２ ２８．５１ ６．９０ １２．６６ １９．８１ ２８．３８

全国平均 １０２．１６ ８８．２９ ８３．４７ ７１．９２ １０２．２０ ８８．２９ ８３．５０ ７１．９６ １６．５１ ２８．５１ ４４．３６ ６３．１７ １６．４６ ２８．３７ ４４．１１ ６２．９８

４４郵政研究所月報 ２００１．３
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図表６ 携帯電話の多重比較Theil－Törnqvist型通話料金指数

図表７ 携帯電話の多重比較Theil－Törnqvist型通話量指数
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いるようである。これまで同様、PHS発信の通話

料金及び通話量の傾向をつかむために、TT型通

話料金指数を図表９に、TT型通話量指数を図表

１０にグラフとして示す。

図表９を見ると、全体的に通話料金指数が低下

してきている点については、加入電話発信、携帯

電話発信と同様である。全国的には９７年度から９８

年度にかけて通話料金指数は大幅に低下している。

PHSと携帯電話の暫定接続は９６年度から始まり、

９８年度にかけて順次地域的に拡大していった。暫

定接続当初の料金は非常に高く、その暫定接続可

能地域とまだ接続可能ではなかった地域の間の格

差を反映して、９６年度の通話料金指数は地域的に

差異がある。９７年度にかけてその地域的格差は縮

まる傾向にある。９９年度においては、９６年度とは

異なる理由によるものと考えられるが、通話料金

指数の地域間格差が再び拡大してきているように

見受けられる。

図表１０の通話量指数からは、多くの県で９６年度

から９７年度で通話量指数が大幅に上昇しているこ

とがわかる。９７年度以降は全国的に一定の傾向を

示してはおらず、変化率もそれほど大きくはない。

もともとPHS発信通話量の少なかった東北地方と

沖縄県の他は、順調に上昇しているのは、東京都

のみである。

８ おわりに

多重比較可能な通話料金指数と通話量指数の作

成を通じて、各発信メディア別に見た通話料金と

通話量との時系列を通じた変化と地域別に見た変

化の違いを確認することができた。発信メディア

別に見た通話料金指数はすべてのメディアを通じ

て時系列的に低下しているが、その低下の仕方は、

発信メディア間で差があることがわかった。また、

通話量についても基本的には加入数の多い大都市

圏で多いが、時系列で見た場合、携帯電話発信の

堅調な伸びに比べてPHS発信の地域的な変化の違

いが明らかとなった。

今回作成した指数は、電気通信事業者から旧郵

政省（現総務省）に提出されたトラヒックデータ

を下に作成した。しかし、提出されたトラヒック

データは事業者間の統一性に欠ける場合があった

ため、指数作成の段階で一定の仮定をもうけて推

計しなければならない部分があった。今後、事業

者から提出されるデータの様式、内容、定義など

を統一していくことが可能であれば、仮定を廃し

たより正確な指数の作成が可能となろう。

４６郵政研究所月報 ２００１．３



図表８ PHSの通話料金指数と通話量指数

都道府県

通 話 料 金 指 数 通 話 量 指 数

Theil―Törnqvist型指数 Fisher型指数 Theil―Törnqvist型指数 Fisher型指数

９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度 ９６年度 ９７年度 ９８年度 ９９年度

北 海 道 ８８．７７ ８８．５８ ７８．７６ ７８．９０ ８９．１２ ８７．７８ ７７．６９ ７７．１５ ３５．４２ ６９．５０ ９２．３９ ９０．８１ ３５．０３ ６９．２３ ９１．５５ ９０．８２

青 森 県 ９２．７７ ９１．４１ ８２．５１ ７９．０６ ９３．０６ ９０．５５ ８１．３２ ７７．１６ ３．９０ １１．３２ １５．７１ １５．６８ ３．８７ １１．２９ １５．６６ １５．８０

岩 手 県 ９３．６１ ９２．３１ ８２．７３ ７９．６２ ９３．８８ ９１．４６ ８１．５５ ７７．７５ ３．７５ ９．０７ １４．１３ １６．４５ ３．７３ ９．０６ １４．１２ １６．５４

宮 城 県 ９３．３６ ９１．１９ ８３．９４ ８１．８３ ９３．６１ ９０．３６ ８２．７８ ８０．０４ １９．３３ ３８．６７ ６１．５６ ７７．９５ １９．２０ ３８．５４ ６０．９３ ７７．４２

秋 田 県 ９３．２１ ９１．６４ ８３．３９ ８０．４２ ９３．４９ ９０．８１ ８２．２１ ７８．５１ ３．２９ ７．４７ １１．６６ １３．５０ ３．２７ ７．４６ １１．６１ １３．５４

山 形 県 ９３．６６ ９１．９１ ８３．０６ ８０．３５ ９３．９５ ９１．０５ ８１．８３ ７８．４２ ３．２４ ８．９６ １３．９７ １６．８２ ３．２２ ８．９５ １３．９３ １６．９０

福 島 県 ９３．１６ ９１．８５ ８２．２３ ７６．３１ ９３．４５ ９０．９９ ８１．００ ７４．５２ ５．９８ １５．１６ ２３．０４ ３０．９４ ５．９５ １５．１５ ２３．００ ３１．０５

茨 城 県 ９９．１７ ９３．４５ ７７．４５ ７３．８４ ９９．１９ ９２．５６ ７６．４１ ７２．５７ ２．２２ １０．５９ １１．３０ ７．８８ ２．２２ １０．６０ １１．３４ ７．９４

栃 木 県 ９９．１６ ９３．７１ ７７．１１ ７２．５２ ９９．１９ ９２．８１ ７６．０６ ７１．３７ １．９１ ８．０５ ７．１２ ５．００ １．９２ ８．０７ ７．１５ ５．０４

群 馬 県 ９９．２５ ９３．９０ ７７．１９ ７２．６４ ９９．２９ ９３．００ ７６．１５ ７１．４８ ２．１７ ８．０９ ７．７１ ５．６８ ２．１８ ８．１１ ７．７４ ５．７２

埼 玉 県 ９９．２７ ９１．９６ ７８．８１ ７６．４１ ９９．２６ ９１．１０ ７７．７１ ７４．８６ １８．３３ ６４．９４ ７７．８６ ６６．１７ １８．２５ ６４．８１ ７７．７５ ６６．６０

千 葉 県 ９９．７０ ９１．８８ ７７．８３ ７５．７４ ９９．７１ ９１．０３ ７６．８２ ７４．４２ ２０．３５ ５４．５０ ６２．２６ ５０．８９ ２０．３４ ５４．４３ ６２．２７ ５１．２１

東 京 都 １００．００ ９１．８０ ７８．３０ ７６．１０ １００．００ ９０．９８ ７７．２７ ７４．９１ １００．００ ２１０．７８ ２４５．１５ ２４８．５７ １００．００ ２１０．６６ ２４５．４０ ２４９．８０

神奈川県 ９８．９７ ９１．５１ ７９．３３ ７７．６２ ９８．９６ ９０．６７ ７８．２４ ７６．１３ ５４．８３ １３８．４５ １６５．２９ １４８．９１ ５４．５７ １３７．９９ １６４．６１ １４９．３５

新 潟 県 ９８．５３ ９２．５９ ７９．８９ ７６．２５ ９８．５３ ９１．７２ ７８．６８ ７４．３２ ４．２１ １３．１７ １８．０６ １７．４０ ４．１９ １３．１４ １８．０３ １７．５７

富 山 県 ９７．９１ ９６．３８ ８１．３９ ７５．６９ ９７．９６ ９５．５５ ８０．２７ ７４．４２ ３．０９ ４．７０ ６．０１ ４．８７ ３．０９ ４．７１ ６．０２ ４．９１

石 川 県 ９６．６０ ９４．７４ ８３．０６ ７６．８３ ９６．６３ ９３．８７ ８１．８１ ７５．３７ ７．１５ １１．４６ １３．６２ ９．４３ ７．１１ １１．４５ １３．５９ ９．４９

福 井 県 ９７．１１ ９５．８９ ８０．６８ ７５．０６ ９７．１６ ９５．０４ ７９．５８ ７３．９０ ２．７７ ４．１２ ４．１０ ２．６７ ２．７７ ４．１３ ４．１２ ２．６９

山 梨 県 ９９．３８ ９３．９１ ７７．８８ ７３．７４ ９９．４３ ９２．９９ ７６．７７ ７２．２９ ０．６６ ２．９６ ３．９０ ３．１２ ０．６６ ２．９７ ３．９２ ３．１５

長 野 県 ９９．００ ９３．７０ ７７．８１ ７２．６０ ９９．０４ ９２．８２ ７６．７５ ７１．４３ ２．１１ ９．２２ ９．２０ ６．６２ ２．１１ ９．２４ ９．２３ ６．６７

岐 阜 県 ９８．６７ ９６．３５ ８０．０３ ７４．００ ９８．７４ ９５．４９ ７９．０１ ７２．９２ １．４８ ５．１４ ４．６１ ３．５３ １．４９ ５．１５ ４．６３ ３．５６

静 岡 県 ９８．１３ ９５．６５ ８０．１９ ７４．８７ ９８．１２ ９４．７７ ７９．１４ ７３．７４ ４．３３ １４．４０ １３．７４ ８．８３ ４．３３ １４．４２ １３．７８ ８．９０

愛 知 県 ９８．７４ ９４．９８ ８０．５８ ７４．８８ ９８．８１ ９４．１２ ７９．５２ ７３．７９ ３０．５１ ６５．３５ ５５．５１ ３８．４９ ３０．６９ ６５．３３ ５５．６３ ３８．７４

三 重 県 ９９．４３ ９７．６９ ８０．６１ ７４．３９ ９９．５８ ９６．９１ ７９．６２ ７３．３８ ０．９１ ３．５６ ３．２２ ２．８４ ０．９４ ３．５８ ３．２４ ２．８６

滋 賀 県 ９８．４０ ９５．１７ ８０．０２ ７４．９４ ９８．２２ ９４．２６ ７８．９３ ７３．５４ １．０８ ４．１３ ６．８７ ５．５９ １．０８ ４．１４ ６．８８ ５．６４

京 都 府 ９８．２２ ９４．４３ ８０．８２ ７５．９７ ９８．０６ ９３．５４ ７９．６９ ７４．４４ ８．７５ ２２．２１ ２９．８２ ２５．８４ ８．７８ ２２．２１ ２９．８４ ２６．０３

大 阪 府 ９９．４６ ９５．０５ ８０．０３ ７５．０７ ９９．２３ ９４．１５ ７８．９７ ７３．８４ ３４．３８ ７９．６６ ９８．２３ ８７．７１ ３４．７１ ７９．８３ ９８．５１ ８８．２９

兵 庫 県 ９８．４２ ９４．４８ ８０．３２ ７５．７２ ９８．２５ ９３．５８ ７９．２２ ７４．２７ １１．３２ ２９．２２ ３６．０８ ３０．２７ １１．３５ ２９．２５ ３６．１４ ３０．４９

奈 良 県 ９９．５２ ９４．９９ ７９．６０ ７４．９７ ９９．２７ ９４．１０ ７８．５７ ７３．６７ １．４１ ６．３９ ８．８０ ７．３１ １．４２ ６．４０ ８．８２ ７．３６

和歌山県 ９９．１９ ９５．６２ ７８．８１ ７３．６８ ９８．９７ ９４．７３ ７７．８２ ７２．５５ ０．８３ ２．３９ ３．０８ ２．４６ ０．８４ ２．４１ ３．０９ ２．４７

鳥 取 県 ９３．７４ ９２．９３ ８１．２３ ７８．３５ ９３．８７ ９２．０８ ８０．０５ ７６．６４ ２．８５ ５．１４ ５．７６ ４．７８ ２．８３ ５．１４ ５．７７ ４．８２

島 根 県 ９４．３７ ９４．１４ ８１．６２ ７８．３０ ９４．５０ ９３．３０ ８０．４９ ７６．６６ １．２９ ４．３１ ５．２１ ４．４２ １．２９ ４．３１ ５．２２ ４．４５

岡 山 県 ９４．８９ ９３．５３ ８１．７２ ７７．８４ ９４．９９ ９２．６７ ８０．５４ ７６．１４ １１．７０ １９．３７ ２１．３７ １５．５５ １１．６４ １９．３６ ２１．３７ １５．６９

広 島 県 ９５．３３ ９２．７１ ８３．１３ ８０．８８ ９５．４３ ９１．８７ ８１．９８ ７９．１２ ２３．８３ ４３．３０ ５６．３０ ４５．７３ ２３．７０ ４３．１９ ５５．８５ ４５．７７

山 口 県 ９４．３６ ９２．９４ ８２．７６ ８０．２４ ９４．４７ ９２．０８ ８１．６３ ７８．３７ ８．４１ ２０．５８ ２６．１７ ２１．２３ ８．３５ ２０．５３ ２５．９９ ２１．３１

徳 島 県 ９４．３６ ９２．０７ ７８．８９ ７０．３８ ９４．５０ ９１．２４ ７７．９６ ６９．７３ ３．１３ ６．４４ ９．３６ １０．０５ ３．１３ ６．４４ ９．３３ ９．９９

香 川 県 ９５．４３ ９２．７６ ７９．７３ ７３．５１ ９５．５３ ９１．９３ ７８．７５ ７２．５６ ５．２３ ９．５１ １１．６８ １０．７６ ５．２４ ９．５２ １１．６７ １０．７７

愛 媛 県 ９２．９２ ９２．１６ ８２．２４ ７８．００ ９３．１４ ９１．３１ ８１．１３ ７６．６０ ８．６２ １８．８８ ２５．２１ ２３．４０ ８．５８ １８．８６ ２５．０３ ２３．３４

高 知 県 ９５．４８ ９２．４７ ７９．７６ ７２．２４ ９５．５８ ９１．６６ ７８．７８ ７１．３４ ３．１６ ６．１３ ７．５０ ６．５８ ３．１７ ６．１４ ７．５１ ６．５９

福 岡 県 ９４．１１ ９２．５８ ８１．１７ ７７．９９ ９４．２４ ９１．７４ ８０．０８ ７６．３０ ４１．２４ ７７．４４ １００．９３ ７９．３６ ４１．０７ ７７．３１ １００．５１ ７９．８２

佐 賀 県 ９６．１１ ９４．５２ ８０．７９ ７６．８９ ９６．２３ ９３．６５ ７９．７３ ７５．２９ １．６４ ４．６３ ６．２４ ４．７０ １．６４ ４．６４ ６．２４ ４．７４

長 崎 県 ９４．８６ ９３．３６ ８０．９２ ７７．４５ ９５．０１ ９２．５２ ７９．８９ ７５．８６ ６．５０ １３．５９ １６．０６ １１．６４ ６．４８ １３．５８ １６．０４ １１．７１

熊 本 県 ９４．６１ ９４．１３ ８０．０１ ７５．６２ ９４．７６ ９３．３０ ７８．９７ ７４．２５ ６．３８ １２．１９ １３．０３ ８．３２ ６．３９ １２．２２ １３．０７ ８．３９

大 分 県 ９５．０９ ９４．４３ ８０．７１ ７６．８５ ９５．２０ ９３．５７ ７９．６９ ７５．３７ ５．５９ １１．９４ １４．２２ １０．１７ ５．５８ １１．９４ １４．２３ １０．２４

宮 崎 県 ９４．３２ ９４．０３ ８０．５３ ７６．０７ ９４．４９ ９３．１７ ７９．４４ ７４．５２ ４．０７ ８．９６ １０．２３ ６．８９ ４．０７ ８．９７ １０．２５ ６．９５

鹿児島県 ９４．７５ ９３．７２ ８０．７６ ７６．４７ ９４．９１ ９２．８８ ７９．７０ ７４．８７ ７．２８ １３．９１ １７．０５ １１．９２ ７．２８ １３．９１ １７．０６ １２．０４

沖 縄 県 １００．６８ ９６．０８ ８１．１６ ７７．９２ １００．６７ ９５．２０ ８０．１１ ７６．５７ ４．９３ ９．９７ １３．３０ １５．３５ ４．９８ １０．０６ １３．３６ １５．４７

全国平均 ９６．５１ ９３．５６ ８０．４６ ７６．２８ ９６．５９ ９２．７０ ７９．３７ ７４．８４ １１．３９ ２５．９６ ３１．５７ ２８．５８ １１．３８ ２５．９３ ３１．５１ ２８．６９

４７ 郵政研究所月報 ２００１．３
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図表９ PHSの多重比較Theil－Törnqvist型通話料金指数

図表１０ PHSの多重比較Theil－Törnqvist型通話量指数
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